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栃 木 県 規 則 第 十 一 号

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 償 還 期 間 等 の 特 例 ） （ 償 還 期 間 等 の 特 例 ）

３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 ３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力

発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な

事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流 事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流

失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け 失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け

た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に

係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に 係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に

比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ 比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ

の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸 の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸

し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 令 和 四 年 三 月 し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 令 和 三 年 三 月

三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に つ い 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に つ い

て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項

中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 二 号 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 二 号

中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 第 三 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 第 三

号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 項 第 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 項 第

六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ る の 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ る の

は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の

は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る の は は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る の は

「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 置 期 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 置 期

間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 と あ 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 と あ

る の は 「 八 年 」 と す る 。 る の は 「 八 年 」 と す る 。

４ 略 ４ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 林 業 木 材 産 業 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 十 一 号

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 償 還 期 間 等 の 特 例 ） （ 償 還 期 間 等 の 特 例 ）

３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 ３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力

発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な

事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流 事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流

失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け 失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け

た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に

係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に 係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に

比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ 比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ

の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸 の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸

し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 令 和 四 年 三 月 し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 令 和 三 年 三 月

三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に つ い 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に つ い

て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項

中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 二 号 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 二 号

中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 第 三 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 第 三

号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 項 第 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 項 第

六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ る の 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ る の

は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の

は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る の は は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る の は

「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 置 期 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 置 期

間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 と あ 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 と あ

る の は 「 八 年 」 と す る 。 る の は 「 八 年 」 と す る 。

４ 略 ４ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 林 業 木 材 産 業 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 十 二 号

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 検 査 の 場 所 及 び 方 法 ） （ 検 査 の 場 所 ）

第 三 条 検 査 は 、 組 合 等 の 事 務 所 、 事 業 場 、 倉 庫 そ 第 三 条 検 査 は 、 組 合 等 の 事 務 所 、 事 業 場 、 倉 庫 そ

の 他 組 合 等 の 業 務 に 関 係 の あ る 場 所 に お い て 実 地 の 他 組 合 等 の 業 務 に 関 係 の あ る 場 所 に お い て

に 検 査 す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、 行 う も の と す る 。 た だ し 、

必 要 が あ る と き は 、 こ れ ら の 場 所 以 外 に お い て 帳 必 要 が あ る と き は こ れ ら の 場 所 以 外 に お い て も

簿 そ の 他 の 資 料 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気

的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が

で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算

機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ）

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 検 査 す る 方 法 に よ

り 行 う こ と が で き る 。 行 う こ と が で き る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 済 流 通 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 十 三 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 の 収 納 ） （ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 の 収 納 ）

第 四 十 六 条 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 納 入 義 務 者 第 四 十 六 条 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 納 入 義 務 者

か ら 現 金 （ 現 金 に 代 え て 納 付 さ れ る 証 券 を 含 む 。 か ら 現 金 （ 現 金 に 代 え て 納 付 さ れ る 証 券 を 含 む 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 納 付 を 受 け た と き 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 納 付 を 受 け た と き

は 、 こ れ を 収 納 し 、 領 収 証 書 を 納 入 義 務 者 に 交 付 は 、 こ れ を 収 納 し 、 領 収 証 書 を 納 入 義 務 者 に 交 付

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 会 計 局 長 が 別 に 定 し な け れ ば な ら な い 。

め る 歳 入 に つ い て は 、 領 収 証 書 の 交 付 を 省 略 す る

こ と が で き る 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 現 金 を 収 納 し た と き ４ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 現 金 を 収 納 し た と き

は 、 領 収 済 報 告 書 に よ り 課 長 又 は 公 所 の 長 に 収 納 は 、 領 収 済 報 告 書 に よ り 課 長 又 は 公 所 の 長 に 収 納

済 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 一 項 済 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

た だ し 書 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 の 交 付 を 省 略 し た

と き 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 に 代 え 金 銭 登 前 項 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 に 代 え 金 銭 登

録 機 に よ る 記 録 紙 、 利 用 券 、 入 場 券 等 を 交 付 し た 録 機 に よ る 記 録 紙 、 利 用 券 、 入 場 券 等 を 交 付 し た

と き は 、 収 納 金 計 算 書 に よ り 通 知 す る も の と す と き は 、 収 納 金 計 算 書 に よ り 通 知 す る も の と す

る 。 る 。

５ 略 ５ 略

（ 支 出 負 担 行 為 の 整 理 ） （ 支 出 負 担 行 為 の 整 理 ）

第 七 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ 第 七 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 経 費 に つ い て 支 出 負 担 行 為 を 行 っ た と き は 、 当 る 経 費 に つ い て 支 出 負 担 行 為 を 行 っ た と き は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 時 期 に 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り 該 各 号 に 掲 げ る 時 期 に 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り

当 該 支 出 負 担 行 為 を 整 理 す る も の と す る 。 当 該 支 出 負 担 行 為 を 整 理 す る も の と す る 。

一 委 託 料 契 約 を 締 結 し た と き （ 単 価 契 約 に 係 一 委 託 料 契 約 を 締 結 し た と き

る も の に あ っ て は 、 請 求 が あ っ た と き 。 ） 。 。

二 ～ 六 略 二 ～ 六 略

２ 略 ２ 略

（ 保 管 金 の 種 別 ） （ 保 管 金 の 種 別 ）

第 百 四 条 保 管 金 は 、 次 の 区 分 に よ り 整 理 し な け れ 第 百 四 条 保 管 金 は 、 次 の 区 分 に よ り 整 理 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 共 済 組 合 掛 金

四 ～ 十 二 略 三 ～ 十 一 略

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１略 １略

２公所の長への特定委任事項 ２公所の長への特定委任事項



（3）号外第21号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

-
1

-

栃 木 県 規 則 第 十 三 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 の 収 納 ） （ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 の 収 納 ）

第 四 十 六 条 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 納 入 義 務 者 第 四 十 六 条 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 納 入 義 務 者

か ら 現 金 （ 現 金 に 代 え て 納 付 さ れ る 証 券 を 含 む 。 か ら 現 金 （ 現 金 に 代 え て 納 付 さ れ る 証 券 を 含 む 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 納 付 を 受 け た と き 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 納 付 を 受 け た と き

は 、 こ れ を 収 納 し 、 領 収 証 書 を 納 入 義 務 者 に 交 付 は 、 こ れ を 収 納 し 、 領 収 証 書 を 納 入 義 務 者 に 交 付

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 会 計 局 長 が 別 に 定 し な け れ ば な ら な い 。

め る 歳 入 に つ い て は 、 領 収 証 書 の 交 付 を 省 略 す る

こ と が で き る 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 現 金 を 収 納 し た と き ４ 出 納 員 又 は 現 金 取 扱 員 は 、 現 金 を 収 納 し た と き

は 、 領 収 済 報 告 書 に よ り 課 長 又 は 公 所 の 長 に 収 納 は 、 領 収 済 報 告 書 に よ り 課 長 又 は 公 所 の 長 に 収 納

済 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 一 項 済 の 通 知 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

た だ し 書 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 の 交 付 を 省 略 し た

と き 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 に 代 え 金 銭 登 前 項 の 規 定 に よ り 領 収 証 書 に 代 え 金 銭 登

録 機 に よ る 記 録 紙 、 利 用 券 、 入 場 券 等 を 交 付 し た 録 機 に よ る 記 録 紙 、 利 用 券 、 入 場 券 等 を 交 付 し た

と き は 、 収 納 金 計 算 書 に よ り 通 知 す る も の と す と き は 、 収 納 金 計 算 書 に よ り 通 知 す る も の と す

る 。 る 。

５ 略 ５ 略

（ 支 出 負 担 行 為 の 整 理 ） （ 支 出 負 担 行 為 の 整 理 ）

第 七 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ 第 七 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 経 費 に つ い て 支 出 負 担 行 為 を 行 っ た と き は 、 当 る 経 費 に つ い て 支 出 負 担 行 為 を 行 っ た と き は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 時 期 に 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り 該 各 号 に 掲 げ る 時 期 に 支 出 負 担 行 為 決 議 書 に よ り

当 該 支 出 負 担 行 為 を 整 理 す る も の と す る 。 当 該 支 出 負 担 行 為 を 整 理 す る も の と す る 。

一 委 託 料 契 約 を 締 結 し た と き （ 単 価 契 約 に 係 一 委 託 料 契 約 を 締 結 し た と き

る も の に あ っ て は 、 請 求 が あ っ た と き 。 ） 。 。

二 ～ 六 略 二 ～ 六 略

２ 略 ２ 略

（ 保 管 金 の 種 別 ） （ 保 管 金 の 種 別 ）

第 百 四 条 保 管 金 は 、 次 の 区 分 に よ り 整 理 し な け れ 第 百 四 条 保 管 金 は 、 次 の 区 分 に よ り 整 理 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 共 済 組 合 掛 金

四 ～ 十 二 略 三 ～ 十 一 略

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１略 １略

２公所の長への特定委任事項 ２公所の長への特定委任事項

-
2

-
公所の長名委任事項 公所の長名委任事項

略 略

図書館長略 図書館長略

県立学校の１図書の寄贈の受入れの決定

長

略 略

衛生福祉大１略 衛生福祉大１略

学校長２図書レコド映画フィル学校長、 ー 、

県南高等看ムその他の資料の寄贈の受入れ県南高等看

護専門学院の決定 護専門学院

長 長

県央産業技 県央産業技

術専門校長 術専門校長

農業大学校 農業大学校

長 長

県立学校の 県立学校の

長 長

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

１略 １略

２特定決裁事項及び特定専決事項 ２特定決裁事項及び特定専決事項

区知事決副知事部長専決課長専決事項区知事決副知事部長専決課長専決事項

分裁事項専決事事項 分裁事項専決事事項

項 項

財１略 財１略

政 政

課 課

く１この規則に基づく次の事務

ら ⑴栃木県交

し 通安全基金

安 に係る寄附

全 の受入れの

安 決定

心

課

略 略

健１ 健１感染症の予防及び感染症の患者に対す

康 康る医療に関する法律（平成10年法律第

増 特定疾患治療研究事業実施増114号）及び特定疾患治療研究事業実施



（4） 号外第21号令和３（2021）年３月31日　水曜日 栃 木 県 公 報

-
2

-

公所の長名委任事項 公所の長名委任事項

略 略

図書館長略 図書館長略

県立学校の１図書の寄贈の受入れの決定

長

略 略

衛生福祉大１略 衛生福祉大１略

学校長２図書レコド映画フィル学校長、 ー 、

県南高等看ムその他の資料の寄贈の受入れ県南高等看

護専門学院の決定 護専門学院

長 長

県央産業技 県央産業技

術専門校長 術専門校長

農業大学校 農業大学校

長 長

県立学校の 県立学校の

長 長

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

１略 １略

２特定決裁事項及び特定専決事項 ２特定決裁事項及び特定専決事項

区知事決副知事部長専決課長専決事項区知事決副知事部長専決課長専決事項

分裁事項専決事事項 分裁事項専決事事項

項 項

財１略 財１略

政 政

課 課

く１この規則に基づく次の事務

ら ⑴栃木県交

し 通安全基金

安 に係る寄附

全 の受入れの

安 決定

心

課

略 略

健１ 健１感染症の予防及び感染症の患者に対す

康 康る医療に関する法律（平成10年法律第

増 特定疾患治療研究事業実施増114号）及び特定疾患治療研究事業実施

-
3

-

進要領（昭和52年４月１日付け保予第587 進要領（昭和52年４月１日付け保予第587

課号衛生環境部長通知）に基づく次の事務課号衛生環境部長通知）に基づく次の事務

⑴略 ⑴略

感１感染症の予防及び感染症の患者に対す

染る医療に関する法律（平成10年法律第

症114号）に基づく次の事務

対 ⑴措置に伴

策 う委託料に

課 係る予算の

執行

略 略

薬１略 薬１略

務 務

課 課

労１この規則に基づく次の事務

働 ⑴とちぎ未

政 来人材応援

策 基金に係る

課 寄附の受入

れの決定

略 略

会１３略 会１３略～ ～

計 計

局 局

会 会

計 計

管 管

理 理

課 課

教１この規則に基づく次の事務

育 ⑴栃木県日

委 光杉並木街

員 道保護基金

会 に係る寄附

事 の受入れの

務 決定

局

文

化

財

課

３５略 ３５略～ ～



（5）号外第21号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

内水面漁場管理委員会

-
3

-

進要領（昭和52年４月１日付け保予第587 進要領（昭和52年４月１日付け保予第587

課号衛生環境部長通知）に基づく次の事務課号衛生環境部長通知）に基づく次の事務

⑴略 ⑴略

感１感染症の予防及び感染症の患者に対す

染る医療に関する法律（平成10年法律第

症114号）に基づく次の事務

対 ⑴措置に伴

策 う委託料に

課 係る予算の

執行

略 略

薬１略 薬１略

務 務

課 課

労１この規則に基づく次の事務

働 ⑴とちぎ未

政 来人材応援

策 基金に係る

課 寄附の受入

れの決定

略 略

会１３略 会１３略～ ～

計 計

局 局

会 会

計 計

管 管

理 理

課 課

教１この規則に基づく次の事務

育 ⑴栃木県日

委 光杉並木街

員 道保護基金

会 に係る寄附

事 の受入れの

務 決定

局

文

化

財

課

３５略 ３５略～ ～
-
4

-

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 会 計 局 会 計 管 理 課 ）

-
1

-

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

次 に 掲 げ る 規 程 の 規 定 中 「 」 を 削 る 。

一 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号 ） 別 記 様 式 第 十 三 号

二 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 二 号 ） 別 記 様 式 第 二

十 六 号
附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員

会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律

第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 六 十 九 第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 条 、

条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 （ 免 許 後 に 条 件 を 付 第 三 十 四 条 第 四 項 、 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 八

け る 場 合 に 限 る 。 ） 、 第 八 十 九 条 第 一 項 、 第 九 十 条 第 一 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第

二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 九 十 三 条 第 一 項 十 三 項 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

（ こ れ ら の 規 定 （ 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 を 除 を 含 む 。 ） 、 第 三 十 八 条 第 三 項 並 び に 第 百 二 十 八

く 。 ） を 法 第 八 十 八 条 第 四 項 （ 同 条 第 五 項 に お い 条 第 二 項

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 六 十 九 条 第 二 項 並 び に 第 百 七 十

七 条 第 十 四 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 六 項 の 規 定 の 規 定

に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、

法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、

こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 開 催 の 決 定 ） （ 開 催 の 決 定 ）

第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 六 十 九 第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 十 条

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除

く 。 次 条 か ら 第 十 二 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行 く 。 次 条 か ら 第 十 三 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行

お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ） （ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ）

第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き 第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き

は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で

に 、 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 に 、 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法

（ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。

２ 略 ２ 略

（ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ） （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 略 ２ 略

３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日 ３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日

を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及 を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及

び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に

令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十

七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受 七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受

け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な
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栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員

会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律

第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 六 十 九 第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 条 、

条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 （ 免 許 後 に 条 件 を 付 第 三 十 四 条 第 四 項 、 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 八

け る 場 合 に 限 る 。 ） 、 第 八 十 九 条 第 一 項 、 第 九 十 条 第 一 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第

二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 九 十 三 条 第 一 項 十 三 項 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

（ こ れ ら の 規 定 （ 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 を 除 を 含 む 。 ） 、 第 三 十 八 条 第 三 項 並 び に 第 百 二 十 八

く 。 ） を 法 第 八 十 八 条 第 四 項 （ 同 条 第 五 項 に お い 条 第 二 項

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 六 十 九 条 第 二 項 並 び に 第 百 七 十

七 条 第 十 四 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 六 項 の 規 定 の 規 定

に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、

法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、

こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 開 催 の 決 定 ） （ 開 催 の 決 定 ）

第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 六 十 九 第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 十 条

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除

く 。 次 条 か ら 第 十 二 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行 く 。 次 条 か ら 第 十 三 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行

お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ） （ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ）

第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き 第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き

は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で

に 、 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 に 、 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法

（ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。

２ 略 ２ 略

（ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ） （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 略 ２ 略

３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日 ３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日

を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及 を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及

び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に

令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十

七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受 七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受

け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な
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い 。 い 。

（ 参 加 人 の 参 加 許 可 の 手 続 ） （ 参 加 人 の 参 加 許 可 の 手 続 ）

第 七 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 七 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意

見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 申 請 者 の 氏 名 及 見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 申 請 者 の 氏 名 及

び 住 所 並 び に 当 該 意 見 の 聴 取 に 係 る 処 分 に つ き 利 び 住 所 並 び に 当 該 意 見 の 聴 取 に 係 る 処 分 に つ き 利

害 関 係 を 有 す る こ と を 疎 明 す る 資 料 を 提 出 し て す 害 関 係 を 有 す る こ と を 疎 明 す る 資 料 を 提 出 し て す

る も の と す る 。 る も の と す る 。

（ 文 書 等 の 閲 覧 の 手 続 ）

第 八 条 法 第 三 十 四 条 第 七 項 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 、

第 三 十 七 条 第 四 項 、 第 三 十 八 条 第 五 項 、 第 三 十 九

条 第 四 項 及 び 第 十 四 項 並 び に 第 百 二 十 八 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 閲

覧 の 請 求 は 、 請 求 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧 を

し よ う と す る 資 料 の 標 目 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し

て す る も の と す る 。 た だ し 、 意 見 の 聴 取 の 期 日 に

お け る 審 理 の 進 行 に 応 じ て 当 該 閲 覧 の 請 求 が 必 要

と な っ た 場 合 に は 、 口 頭 で す る こ と が で き る も の

と す る 。

２ 委 員 会 は 、 当 事 者 及 び 当 該 不 利 益 処 分 が さ れ た

場 合 に 自 己 の 利 益 を 害 さ れ る こ と と な る 参 加 人

（ 以 下 こ の 条 、 第 十 一 条 第 三 項 及 び 第 十 二 条 第 二

項 に お い て 「 当 事 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 閲 覧 を

認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除 き 、

閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 等 に 通 知 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 会 は 、 意 見 の

聴 取 を 行 う べ き 期 日 ま で に 当 事 者 等 に 充 分 な 弁 明

の 準 備 を さ せ る た め 必 要 な 期 間 を 与 え る よ う 配 慮

す る も の と す る 。

３ 委 員 会 は 、 当 事 者 等 か ら 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お

け る 審 理 の 進 行 に 応 じ て 必 要 と な っ た 資 料 の 閲 覧

の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 審 理 に お い て

当 該 資 料 を 閲 覧 さ せ る こ と が で き な い と き は 、 閲

覧 の 日 時 及 び 場 所 を 指 定 し 、 当 該 当 事 者 等 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 三 十 四 条 第 七

項 後 段 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 、 第 三 十 七 条 第 四 項 、

第 三 十 八 条 第 五 項 、 第 三 十 九 条 第 四 項 及 び 第 十 四

項 並 び に 第 百 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り そ の 閲 覧 を 拒 ん だ 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 補 佐 人 の 出 頭 許 可 の 手 続 ） （ 補 佐 人 の 出 頭 許 可 の 手 続 ）

第 八 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 九 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意 法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意

見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 補 佐 人 の 氏 名 及 見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 補 佐 人 の 氏 名 及

び 住 所 、 補 佐 人 と 当 事 者 又 は 参 加 人 と の 関 係 並 び び 住 所 、 補 佐 人 と 当 事 者 又 は 参 加 人 と の 関 係 並 び

に 補 佐 人 が 補 佐 す る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し に 補 佐 人 が 補 佐 す る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し

て す る も の と す る 。 て す る も の と す る 。
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い 。 い 。

（ 参 加 人 の 参 加 許 可 の 手 続 ） （ 参 加 人 の 参 加 許 可 の 手 続 ）

第 七 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 七 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意

見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 申 請 者 の 氏 名 及 見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 申 請 者 の 氏 名 及

び 住 所 並 び に 当 該 意 見 の 聴 取 に 係 る 処 分 に つ き 利 び 住 所 並 び に 当 該 意 見 の 聴 取 に 係 る 処 分 に つ き 利

害 関 係 を 有 す る こ と を 疎 明 す る 資 料 を 提 出 し て す 害 関 係 を 有 す る こ と を 疎 明 す る 資 料 を 提 出 し て す

る も の と す る 。 る も の と す る 。

（ 文 書 等 の 閲 覧 の 手 続 ）

第 八 条 法 第 三 十 四 条 第 七 項 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 、

第 三 十 七 条 第 四 項 、 第 三 十 八 条 第 五 項 、 第 三 十 九

条 第 四 項 及 び 第 十 四 項 並 び に 第 百 二 十 八 条 第 三 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 閲

覧 の 請 求 は 、 請 求 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧 を

し よ う と す る 資 料 の 標 目 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し

て す る も の と す る 。 た だ し 、 意 見 の 聴 取 の 期 日 に

お け る 審 理 の 進 行 に 応 じ て 当 該 閲 覧 の 請 求 が 必 要

と な っ た 場 合 に は 、 口 頭 で す る こ と が で き る も の

と す る 。

２ 委 員 会 は 、 当 事 者 及 び 当 該 不 利 益 処 分 が さ れ た

場 合 に 自 己 の 利 益 を 害 さ れ る こ と と な る 参 加 人

（ 以 下 こ の 条 、 第 十 一 条 第 三 項 及 び 第 十 二 条 第 二

項 に お い て 「 当 事 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 閲 覧 を

認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除 き 、

閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 等 に 通 知 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 会 は 、 意 見 の

聴 取 を 行 う べ き 期 日 ま で に 当 事 者 等 に 充 分 な 弁 明

の 準 備 を さ せ る た め 必 要 な 期 間 を 与 え る よ う 配 慮

す る も の と す る 。

３ 委 員 会 は 、 当 事 者 等 か ら 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お

け る 審 理 の 進 行 に 応 じ て 必 要 と な っ た 資 料 の 閲 覧

の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 審 理 に お い て

当 該 資 料 を 閲 覧 さ せ る こ と が で き な い と き は 、 閲

覧 の 日 時 及 び 場 所 を 指 定 し 、 当 該 当 事 者 等 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 三 十 四 条 第 七

項 後 段 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 、 第 三 十 七 条 第 四 項 、

第 三 十 八 条 第 五 項 、 第 三 十 九 条 第 四 項 及 び 第 十 四

項 並 び に 第 百 二 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り そ の 閲 覧 を 拒 ん だ 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 補 佐 人 の 出 頭 許 可 の 手 続 ） （ 補 佐 人 の 出 頭 許 可 の 手 続 ）

第 八 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 九 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意 法 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 は 、 意

見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 補 佐 人 の 氏 名 及 見 の 聴 取 の 期 日 の 十 日 前 ま で に 、 補 佐 人 の 氏 名 及

び 住 所 、 補 佐 人 と 当 事 者 又 は 参 加 人 と の 関 係 並 び び 住 所 、 補 佐 人 と 当 事 者 又 は 参 加 人 と の 関 係 並 び

に 補 佐 人 が 補 佐 す る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し に 補 佐 人 が 補 佐 す る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し

て す る も の と す る 。 て す る も の と す る 。

-
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２ 略 ２ 略

（ 陳 述 書 の 記 載 事 項 ） （ 弁 明 書 の 記 載 事 項 ）

第 九 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 十 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 陳 述 書 に は 、 提 出 法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 弁 明 書 に は 、 提 出

す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 、 意 見 の 聴 取 の 件 名 並 び に す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 、 意 見 の 聴 取 の 件 名 並 び に

陳 述 書 に 係 る 事 案 に つ い て の 意 見 を 記 載 す る も の 弁 明 書 に 係 る 事 案 に つ い て の 意 見 を 記 載 す る も の

と す る 。 と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ） （ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ）

第 十 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 一 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手

続 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 書 に は 、 次 に 続 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 書 に は 、 次 に

掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 が 行 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 が 行

わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 三 号 に 掲 げ る 事 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 三 号 に 掲 げ る 事

項 を 除 く 。 ） を 記 載 す る も の と す る 。 項 を 除 く 。 ） を 記 載 す る も の と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 当 事 者 等 の 弁 明 （ 提 出 さ れ た 陳 述 書 に お け る 五 当 事 者 等 の 弁 明 （ 提 出 さ れ た 弁 明 書 に お け る

弁 明 を 含 む 。 ） の 要 旨 弁 明 を 含 む 。 ） の 要 旨

六 ・ 七 略 六 ・ 七 略

２ 略 ２ 略

３ 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 ３ 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第

二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。 る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。

一 処 分 の 原 因 と な る 事 実 に 対 す る 当 事 者 及 び 当 一 処 分 の 原 因 と な る 事 実 に 対 す る 当 事 者 等

該 不 利 益 処 分 が さ れ た 場 合 に 自 己 の 利 益 を 害 さ

れ る こ と と な る 参 加 人 の 主 張 の 主 張

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略

（ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 閲 覧 の 手 続 ） （ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 閲 覧 の 手 続 ）

第 十 一 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 二 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手

続 法 第 二 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求 続 法 第 二 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求

は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧 は 、 請 求 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧

を し よ う と す る 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 件 を し よ う と す る 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 件

名 を 記 載 し た 書 面 を 委 員 会 に 提 出 し て す る も の と 名 を 記 載 し た 書 面 を 委 員 会 に 提 出 し て す る も の と

す る 。 す る 。

２ 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 閲 覧 ２ 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 閲 覧

を 認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除 を 認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除

き 、 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 又 は 参 加 人 き 、 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 等

に 通 知 す る も の と す る 。 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 の 再 開 ） （ 意 見 の 聴 取 の 再 開 ）

第 十 二 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 終 結 後 に 生 じ た 第 十 三 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 終 結 後 に 生 じ た

事 情 に 鑑 み 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 意 見 事 情 に か ん が み 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 意 見

の 聴 取 を 再 開 す る こ と が で き る 。 令 第 九 条 第 一 項 の 聴 取 を 再 開 す る こ と が で き る 。 令 第 一 条 の 二

に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 二 十 二 条 第 二 項 本 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 二 十 二 条 第 二 項 本

文 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す 文 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す

る 。 る 。

（ 令 の 準 用 ） （ 令 の 準 用 ）

第 十 三 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 四 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手
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２ 略 ２ 略

（ 陳 述 書 の 記 載 事 項 ） （ 弁 明 書 の 記 載 事 項 ）

第 九 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 第 十 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続

法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 陳 述 書 に は 、 提 出 法 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 弁 明 書 に は 、 提 出

す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 、 意 見 の 聴 取 の 件 名 並 び に す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 、 意 見 の 聴 取 の 件 名 並 び に

陳 述 書 に 係 る 事 案 に つ い て の 意 見 を 記 載 す る も の 弁 明 書 に 係 る 事 案 に つ い て の 意 見 を 記 載 す る も の

と す る 。 と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ） （ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 記 載 事 項 ）

第 十 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 一 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手

続 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 書 に は 、 次 に 続 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 調 書 に は 、 次 に

掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 が 行 掲 げ る 事 項 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 に お け る 審 理 が 行

わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 三 号 に 掲 げ る 事 わ れ な か っ た 場 合 に お い て は 、 第 三 号 に 掲 げ る 事

項 を 除 く 。 ） を 記 載 す る も の と す る 。 項 を 除 く 。 ） を 記 載 す る も の と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 当 事 者 等 の 弁 明 （ 提 出 さ れ た 陳 述 書 に お け る 五 当 事 者 等 の 弁 明 （ 提 出 さ れ た 弁 明 書 に お け る

弁 明 を 含 む 。 ） の 要 旨 弁 明 を 含 む 。 ） の 要 旨

六 ・ 七 略 六 ・ 七 略

２ 略 ２ 略

３ 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 ３ 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第

二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ 二 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。 る 事 項 を 記 載 す る も の と す る 。

一 処 分 の 原 因 と な る 事 実 に 対 す る 当 事 者 及 び 当 一 処 分 の 原 因 と な る 事 実 に 対 す る 当 事 者 等

該 不 利 益 処 分 が さ れ た 場 合 に 自 己 の 利 益 を 害 さ

れ る こ と と な る 参 加 人 の 主 張 の 主 張

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略

（ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 閲 覧 の 手 続 ） （ 意 見 の 聴 取 の 調 書 及 び 報 告 書 の 閲 覧 の 手 続 ）

第 十 一 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 二 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手

続 法 第 二 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求 続 法 第 二 十 四 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求

は 、 当 事 者 又 は 参 加 人 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧 は 、 請 求 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 閲 覧

を し よ う と す る 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 件 を し よ う と す る 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 件

名 を 記 載 し た 書 面 を 委 員 会 に 提 出 し て す る も の と 名 を 記 載 し た 書 面 を 委 員 会 に 提 出 し て す る も の と

す る 。 す る 。

２ 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 閲 覧 ２ 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 調 書 又 は 報 告 書 の 閲 覧

を 認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除 を 認 め た と き は 、 そ の 場 で 閲 覧 さ せ る 場 合 を 除

き 、 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 又 は 参 加 人 き 、 閲 覧 の 日 時 及 び 場 所 を 当 該 当 事 者 等

に 通 知 す る も の と す る 。 に 通 知 す る も の と す る 。

（ 意 見 の 聴 取 の 再 開 ） （ 意 見 の 聴 取 の 再 開 ）

第 十 二 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 終 結 後 に 生 じ た 第 十 三 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 の 終 結 後 に 生 じ た

事 情 に 鑑 み 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 意 見 事 情 に か ん が み 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 意 見

の 聴 取 を 再 開 す る こ と が で き る 。 令 第 九 条 第 一 項 の 聴 取 を 再 開 す る こ と が で き る 。 令 第 一 条 の 二

に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 二 十 二 条 第 二 項 本 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 二 十 二 条 第 二 項 本

文 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す 文 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す

る 。 る 。

（ 令 の 準 用 ） （ 令 の 準 用 ）

第 十 三 条 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 第 十 四 条 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手

-
4

-

続 法 第 十 五 条 （ 第 二 項 第 二 号 を 除 く 。 ） 、 第 十 六 続 法 第 十 五 条 （ 第 二 項 第 二 号 を 除 く 。 ） 、 第 十 六

条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 第 一 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 第 一

項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 は 、 法 第 六 十 九 条 第 一 項 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 は 、 法 第 十 条

の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す る 。 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 行 政 手 続 法 第 二 十 一 条 第 一 項 こ の 場 合 に お い て 、 行 政 手 続 法 第 二 十 一 条 第 一 項

中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」

と 、 同 法 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 陳 述 書 若 し く は 証 と 、 同 法 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 陳 述 書 若 し く は 証

拠 書 類 等 を 提 出 し な い 場 合 、 又 は 参 加 人 の 全 部 若 拠 書 類 等 を 提 出 し な い 場 合 、 又 は 参 加 人 の 全 部 若

し く は 一 部 が 聴 聞 の 期 日 に 出 頭 し な い 場 合 に は 」 し く は 一 部 が 聴 聞 の 期 日 に 出 頭 し な い 場 合 に は 」

と あ る の は 「 陳 述 書 若 し く は 証 拠 を 提 出 し な い 場 と あ る の は 「 弁 明 書 若 し く は 証 拠 を 提 出 し な い 場

合 に は 」 と 、 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 当 事 者 及 合 に は 」 と 、 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 当 事 者 及

び 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 と 読 み 替 え る も び 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。 の と す る 。

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 十 四 条 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 八 条 か ら 第 十 第 十 五 条 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 九 条 か ら 第 十

条 ま で 及 び 第 十 二 条 の 規 定 は 、 法 第 六 十 九 条 第 一 条 ま で 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 法 第 十 条

一 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す

る 。 る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



（9）号外第21号栃 木 県 公 報令和３（2021）年３月31日　水曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）
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続 法 第 十 五 条 （ 第 二 項 第 二 号 を 除 く 。 ） 、 第 十 六 続 法 第 十 五 条 （ 第 二 項 第 二 号 を 除 く 。 ） 、 第 十 六

条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 第 一 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 三 条 及 び 第 二 十 四 条 第 一

項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 は 、 法 第 六 十 九 条 第 一 項 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 は 、 法 第 十 条

の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す る 。 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 行 政 手 続 法 第 二 十 一 条 第 一 項 こ の 場 合 に お い て 、 行 政 手 続 法 第 二 十 一 条 第 一 項

中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 中 「 当 事 者 又 は 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」

と 、 同 法 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 陳 述 書 若 し く は 証 と 、 同 法 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 陳 述 書 若 し く は 証

拠 書 類 等 を 提 出 し な い 場 合 、 又 は 参 加 人 の 全 部 若 拠 書 類 等 を 提 出 し な い 場 合 、 又 は 参 加 人 の 全 部 若

し く は 一 部 が 聴 聞 の 期 日 に 出 頭 し な い 場 合 に は 」 し く は 一 部 が 聴 聞 の 期 日 に 出 頭 し な い 場 合 に は 」

と あ る の は 「 陳 述 書 若 し く は 証 拠 を 提 出 し な い 場 と あ る の は 「 弁 明 書 若 し く は 証 拠 を 提 出 し な い 場

合 に は 」 と 、 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 当 事 者 及 合 に は 」 と 、 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 当 事 者 及

び 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 と 読 み 替 え る も び 参 加 人 」 と あ る の は 「 当 事 者 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。 の と す る 。

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 十 四 条 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 八 条 か ら 第 十 第 十 五 条 第 二 条 か ら 第 六 条 ま で 、 第 九 条 か ら 第 十

条 ま で 及 び 第 十 二 条 の 規 定 は 、 法 第 六 十 九 条 第 一 条 ま で 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 法 第 十 条

一 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 に 準 用 す

る 。 る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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-

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 意 見 の 聴 取 の 手 続 に 関 す る 規 程 （ 平 成 七 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第

一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 第 一 条 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 委 員

会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 会 」 と い う 。 ） が 行 う 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律

第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 六 十 九 第 二 百 六 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 条 、

条 第 一 項 、 第 八 十 六 条 第 一 項 （ 免 許 後 に 条 件 を 付 第 三 十 四 条 第 四 項 、 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 八

け る 場 合 に 限 る 。 ） 、 第 八 十 九 条 第 一 項 、 第 九 十 条 第 一 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第

二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 九 十 三 条 第 一 項 十 三 項 （ 第 三 十 六 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合

（ こ れ ら の 規 定 （ 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 を 除 を 含 む 。 ） 、 第 三 十 八 条 第 三 項 並 び に 第 百 二 十 八

く 。 ） を 法 第 八 十 八 条 第 四 項 （ 同 条 第 五 項 に お い 条 第 二 項

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 六 十 九 条 第 二 項 並 び に 第 百 七 十

七 条 第 十 四 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 六 項 の 規 定 の 規 定

に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 の 手 続 に つ い て は 、

法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 法 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十

号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、

こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 こ の 規 程 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 開 催 の 決 定 ） （ 開 催 の 決 定 ）

第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 六 十 九 第 二 条 委 員 会 に お い て 、 意 見 の 聴 取 （ 法 第 十 条

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除 の 規 定 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 除

く 。 次 条 か ら 第 十 二 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行 く 。 次 条 か ら 第 十 三 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 行

お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け お う と す る と き は 、 あ ら か じ め そ の 決 議 を し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

（ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ） （ 期 日 及 び 案 件 の 公 示 ）

第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き 第 四 条 委 員 会 は 、 意 見 の 聴 取 を 行 お う と す る と き

は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で は 、 意 見 の 聴 取 を 行 う べ き 期 日 の 二 週 間 前 ま で

に 、 令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 に 、 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法

（ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 を 公 示 す る 。

２ 略 ２ 略

（ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ） （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 の 変 更 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 略 ２ 略

３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日 ３ 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 意 見 の 聴 取 の 期 日

を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及 を 変 更 し た と き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 当 事 者 及

び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に び 参 加 人 （ 意 見 の 聴 取 の 期 日 を 変 更 し た 時 ま で に

令 第 九 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十 令 第 一 条 の 二 に お い て 準 用 す る 行 政 手 続 法 第 十

七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受 七 条 第 一 項 の 求 め を 受 諾 し 、 又 は 同 項 の 許 可 を 受

け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な け て い る 者 に 限 る 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な

-
1

-

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し の た め の 関 係 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

次 に 掲 げ る 規 程 の 規 定 中 「 」 を 削 る 。

一 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号 ） 別 記 様 式 第 十 三 号

二 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 二 号 ） 別 記 様 式 第 二

十 六 号
附 則

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。


